
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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事業の用に供す
る建築物の用途

基準年度
（22）年度

第１年度
（23）年度

第２年度
（24）年度

第３年度
（25）年度

５．７５ －６．０１バーン

事業活動に伴う排ＩＨＯ

基準年度
（22）年度

第１年度
（23）年度

第２年度
（24）年度

第３年度
（25）年度

100.0バー 108.0パー 113.0バー 113.0 

鰊

第１年度

（23）年度

第２年度

（24）年度

第３年度

（25）年度
の保全及び整儒

００トン’００トン’００トン’

該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の量又は原単位の数値の平均をいいます。

「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。
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□新規□変更
（宛先）京都府知事 平成23年９月30日

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）

東京都港区虎ノ門二丁目２番１号

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
日本たばこ産業株式会社
代表取締役社長う木村宏

電話03-3582-3111

主たる業種 たばこ製造業（葉たばこ処理業を除く） ｢iii;子蘋蕃喜 １ ’０ 5１ 1 

事業者の区分

□第12条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則□第12条第１項第２号又は第３号

□第12条第１項第４号

計画期間 平成23年４月から平成26年３月まで

基本方針
たばこ製品工場における百万本あたり排出量を2012年度に1995年度比で12％削減､2020年度に1995年度比で

15％削減を目指す｡

計画を推進するた
めの体制

CSR担当副社長がjI｢環境管理統括者上とじて環境マネジメントを統括し《また各部門長がⅢi｢環境管理責任者｣'１|としてI所管部門
およびグルニ§プ会社における環境マネジメントを推進するこ'とで､|<グループ全体が挙丸となって取り組む体制を構築してい
ろ｡’■，Ⅲｉｌ－ｉＩ－ｉハ■'１J１１１■－－了!；刀

CSR推進委員会では､ＪＴグループ環境行動計画の策定L･進捗状況管理、マネジメントの実施状況や諸施策の審議を行うこと
で、各部門およびグループ全体の環境マネジメントの推進を図っている。

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量

事業活動に伴
－ 

つ 排出の量

評価の対象となる排出の量

目標の根拠

基準年度
(20～22）年度

第１年度
(23）年度

第２年度
(24)Ⅱ年度

第３年度
(25）年度

増減率
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工掲の老朽化している吸収式冷凍機、空気圧縮機、:i<L変圧器等の股傭更新を行い耐またCO2低減プロ
ジェクト活動により排出量低減策を検討、実施｢じふ原単位あたりの排出量を年1%以上低減してい
く ◎ 

原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

事業の用に供す
る建築物の用途

原単位の指標

。:場
墓拳涜fHllに伴う桃Ｈ１の畳

(生産数量I:(;千万本）
事業活動に伴う排出の畳

（） 

原単位の指標及び目標の根拠

基準年度
(22）年度

第１年度
(23）年度

第２年度
(24）年度

第３年度
(25）年度

増減率
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-6.01パーセント
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温室効果ガス排出量訂の99%を関西工場が占めろためず工場の生産数量を原単位の指標とし、工鰯の
原単位当たりの排出量を年1%以上低減していく｡？‐

重点的に実施する取組の実施計画

基準年度
(22）年度

100.0ﾙ１１ｾﾞﾌﾄ 

第１年度
(23）年度

108Ｊ ０ 
パー

セント

第２年度
(24Ｊ年度

1１３０ 
パー

セント

第３年度
(25）年度

113.0ハセ巽

備考

具体的な取組及び
措置の内容

ｌｍｊ.,１１ＩＩＷｌＩｉ‐ 

ﾄJj1111L（２１１３ )in■ご■年111F度

(２４）IlJ年：度

(２５）？、年度

吸収式冷凍機用冷却塔4台の充填材を更新し;I|)老朽化してiい；ろ空気圧縮機1台《Ⅱ高圧変圧
器7台を更新する6{:|；

．i:mＭｉｉ 

吸収式冷凍機1台をターボ冷凍機に更新するぷ;ま;たく老朽化している空気圧縮機1台、商
圧変圧器7台を更新する６

原料加工設備を更新し､伝工程を見直し効率化を図るとともに,照明6i空調等の付帯設備
も見直し省エネを図るb〕また、老朽化している空気圧縮機1台、高圧変圧器5台を更新す
る:６１１←、）

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

Wt1`Ｍ・

特段の措置はなそしiii,iii

通勤経路および方法につい1ては、社員からの申請に対し経済合理性等を勘案し「社会一
般に通常利用される経路および方法」により決定する。
但し､<事業所において駐車場所の確保が困難な場合は認められない。また、工場は交替
制動務のため、通勤に公共交通機関が使用できないｏ
なお､:通勤距離2km未満については交通費の支給はしていない。（自転車･徒歩通勤の
推進）

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温室
効果ガスの吸収効果分の蹴入によるもの
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0.0トン

第３年度

(25）年度

トン

トン

～トン

トン

トン

００トン

備考

地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

．｣国内外で植林／森林保全活動を実施し、国内では現在９か所の「ＪＴの森｣iを展開し、今後も拡大していく。
･市民参加型｢の情+掃活動Ｔひろえば街が好きになる運動」を展開している。

特記事項 日本たばこ産業株式会社関西工場長を代理者として委任状を提)出６


